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競争・独占・独占禁止法

一一新オーストリア学派の見解一一

越後和典

まえおき

本稿は新オーストリア学派"の競争観・独占観，およびその論理的帰結とも

いうべき独占禁止法(反トラ只ト法〕観のエッセンスと思われる部分を紹介す

ることを目的とするものである。

周知のように，今日，世界の大多数の経済学者は，独占禁止法を市場経済を

ささえる枠組みの重要な部分を形成している法律であると評価し， それぞれの

国の現行法に対して多少の不満をもらすことはあると Lても，この法律を基本

的に支持すべきは当然であると考えている。

ところが，このような経済学者の支配的な見解とは反対に，新オーストリア

学派に属すると思われる論者の多〈は，独占禁止法をそれがたんに不必要であ

るというにとどまらず，競争と市場経済にとって有害であると考えるのであ

る2)。

市場経済に対して， リップ・サービスを惜まない現代の主流派経済学者と，

リベルタリ 7γ(自由至上主義的)"と呼ばれる学派の一部を形成するフライ

1) 新7 ーストリア学派とは， Lud wig VOn Mises，および FriedrichA. Hayekと，彼らの流れを
故む7 ストリア学派の最新世代に属する学者たちを指す。アメりカでほ L.Lackmann， 1. Kir~ 

zner. M. Rothbflrd. W. Block. J. B. Egger， R. W. GarrisoIl， W. Grinder， G. P ぴDriscol1.
Jr.. M. J. Rizzo， D. Armentano，イギりスでは， G. L. S. Shackle， B. Loasby. A. Goddington. 
G. F. Thirlby， J. Wiseman. S. C. Littlechild， W. D. Reekieなどが代表的である。

2) と〈に以下の著作はこのような評価を鮮明に打出している。 D.T. Armentano， Antitrust and 
M(J110poly， 1982， passim; A. Shenn.eld， Myth and Reality開 Antit門叫 1983，passim; M 

Rothbard， Power and Market. 1970， pp. 59-60 
3) L】bertarianり日本語訳について，ロパ ト ノ←ジック『アナーキーー国家ユートピア』ノ
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フツレグ学派などが独占禁止法の役割を高〈評価し，中にはこの法律を「経済憲

法」などと称している者も少くないのに対l.-，自由と市場経済支持に関しては

志を同じくするのみならず，その最も熱烈な唱導者であるはずの新オーストリ

ア学派が，独占禁止法をこのように否定的に評価するのは，注目に値する事実

といわねばな bない。しかも私見によれば，新オ ス卜日ア学派の競争・独

占および独占禁止法に関する見解には首尾一貫性がみられ，傾聴に値する真理

が合まれているように思う。

そとで以下では，主流派経済学の見解と対比しつつ，競争・独占および独占

禁止法についての新オーストリア学派の見解を順次紹介・検討したいと考える。

I 

新オーストリア学派の競争に対する基本的な考え方を最も鮮明に表現してい

るのは，ハイエクとカーズナーであろうぺその特徴は，これを新古典派経済

学の価格理論ないしその応用部門である産業組織論に見られる競争の理解と対

比することによって，明らかとなろう。

新古典派経済学の価格理論で取扱われる競争は， 日常的な競争の用語法，す

なわち市場における企業聞の対抗・角逐を意味しない。それは完全競争ないし

純粋競争に近い市場構造または市場状態を意味してい品。正確には個々の売手

の対面する需要曲線が水平的であるような状態を完全に競争的というのである。

ところで完全競争の成立には，①原子的な市場構造であること，②市場への

自由参入が可能であること，①市場参加者が完全知識を有すること，の三条件

が必要であるといわれてい品。しかしそのような条件は現実の市場には存在し

ないから，実際には完全競争は成立しなL、。現実に存在するのは，不元←全競争

、〔木鐸社〕の訳者，嶋津格氏は「自由尊重主義的」という訳語をあてているが，私はむしろ「自
由至上主説的」とした方がよいように思う。

4) Cf.. F. A. Hayek. The Use of Knowledge in Society Cin his lnd日 idualism 山1dEcono 
mic Orde" 1948， Midway Reprint 1980. pp. 71-79) ; 1. M. K阻 zner，Comtetition and EntT-
epreneur.shiP， 1973， passim 
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市場〈独占的競争・寡占・独占の各ケ一九〉であって，そこでは多かれ少なか

れ市場の失敗が不可避的である。すなわち，完全競争に比べて資源のミス・ア

ロケーションが発生する。そこでこれを是正し，最適配分に近づけるには，完

全競争成立の条件に現実の市場の諸条件をできるかぎり接近させる必安がある，

という認識が生まれる。

この場合，産業組織論が完全競争にできるかぎり近似する実現可能にしτ望

ましい競争を有効競争と呼び，それを可能にする市場構造を，有効競争前市場

構造，この構造の下での企業の市場行動を有効競争的市場行動，そしてそのよ

うな市場行動によって生まれる市場成果を有効競争的市場成果と呼ぶことは周

知のとおりであるo ベイ Y 流の産業組織論の常識では，完全競争の市場成果に

近似する有効競争的市場成果を実現するために，現実の市場構造・行動を有効

競争的なそれに改変する産業組織政策が必要であり，独占禁止政策はその最も

重要な手段である， とされるのである九

きて，このような主流派経済学の競争論に対して，ハイエクの競争論は全く

異質である。彼の競争論の核心は，競争を「発見の手順」あるいは「発見の過

程J(discovery procedure) として把握する点にある。彼によれば，いわゆる

近代経済理論は，その出発点から競争過程の性格を正しく評価する方法を妨げ

ているむけだし，それは稀品資源の所与の供給という仮定から出発するからで

ある。しかし，一体どの財がどれほど稀少なのかは，正確には競争が発見すべ

き事柄ではないか， というのである。 I近代競争的均衡理論は，競争過程の効

果として説明されるべき状態を存在するものとして伝説してしまっている。」町

たとえば，完全競争論が市場参加者の完全知識を前提していることは前述し

た通りであるが，この出発点において所与とされた完全知識，すなわち，ある

5) 以上の有効競争論と独占禁止政策論の位置づけについては J.S. Bain， Industrial Organi 
zatz叩.1959， 2nd ed.， 1968.宮沢健一監訳「産業組総論」上下，昭和 45年，序章・第1章・
第13章第¥4章を参照されたい。完全競争論とその批判については，拙稿，競争の概念， I彦根

論叢」第218号，昭和田年1月， を参照されたいロ
6) Hayck. op吋 ， p. 94 



競争・独占・独占禁止法 (349) 25 

商品を最低費用で生産する方法とか，消費者が需要する財・サービスの種類や，

支払う用意のある価格等についての正確な知識は，競争過程を通じてはじめて

発見されうるものなのである。もし市場参加者が完全知識を持っておれば，競

争は必要ではなしそれは全〈の浪費的な過程といわざるをえない。ハイエク

はこのように論じる。

ところで，ハイエクが以上のように競争をまu識り「発見の手順」であるとい

うとき，その知識とは， 個人の問に広〈分散している F特定の時・場所J，す

なわち特定の状況についての科学的知識と呼ぶζ とのできない非体系的な知識

をも含むことに注意せねばならない。非体系的な知識とは，ある機闘がこLれを

調査して小央計画当局にそれを伝達L，中央計画当局が何らかの方法でそれら

を総合 L，その情報にもとづいて指令を発するという方法で利用する ζ とが不

可能な知識という意味である。無数の経済主体〔市場参加者)の聞に分散して

いるとのような知識を社会的に動員し，これを活用できるのは， ミーゼFえにな

らってハイエクがカタラクシー (catallaxy)と呼ぶ競争の生み出した自発的秩

序 (spontaneousorder)のみである円。ここに計画経済にまさるいわゆる市場

経済の特質がある， とハイエクはいうのである。さて，ハイエクのこのような

競争観を継承し，ハイエク的な意味での競争過程をその担い手である企業家の

役割との関連で，さらにいっそう深く解明することに成功したのはカーズナー

であるω。

カーズナーもハイェク同様，市場参加者が不完全な知識しかもっていないと

想定する。完全な知識をもっていないということは，市場参加者の個別的な計

画が相互に十分にかみ合っていないという意味で，市場に不均衡が存在すると

7) カタヲク γーについては以下を参照されたい。L.Mises， Human Actio71， 1949. 3 rd. Revised 
ed.. 1963， passim. especially pp. 232-256; Hayek. La初" Legislation and Liberty， 1976， vol. 2， 
pp. 10千 109;Hayek. New Studies in PMlosothy， Politics. Ec刀nom:'csand the H utoryοf 
Ide刀s，1978， pp. 90-92. 

8) カーズナーの競争論にーついては以下を参聞きれたい。拙稿.企業と布場ー哩論的展望(1)(2)， 
「季刊現代経請」第14号，昭和49年9月，第17号，昭和50年 3月.Aび拙稿，企業まについて，
「車根抽散」第231号!昭和60年3月。
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いうことを意味するのであるが，この不均衡を均衡に向わ Lめるところに企業

家の役劃がある，とカーズナーは考える。

カーズナーはミーゼスの主著『人間行為論』を援用しつつ，企業家の本質的

要素が従来気づかなかった潜在的に価値ある目標，知覚されていなかった資源

に向って常に発揮される機敏性 (alertness) という性向にあると考えるが，市

場過程は，そのもてる知識を活用して不均衡を機敏に察知する市場参加者が，

他の市場参加者よりも魅力的な機会を市場に提供することによって，相互に他

を凌駕しようとする問断のない競争を展開することを通じて進展する。だから

ノ、ィェグ的な知識の社会的な動員過程ほ，市場参加者のいわば企業家精神の発

揮によって進展すると考えてよい。この意味で市場過程は競争過程であり，そ

の木質は企業家的である， とカーズナーはい号のである。

きて，このような競争観にたてば，市場構造が原子的であるか否かたどは，

競争的であるか否かを判断する基準とはなりえないことに気づ〈であろう。た

んに市場集中度のみでなく，市場構造ないしその変化そのものが， 競争の有

無・強弱や経済的厚生に関して先験的に何も語らないと考えられるのである。

競争とは市場参加者による企業家精神の発揮過程をいうのであるから，特定

の財・サービスの生産分野への参入を法律によって禁じられている場合には，

その分野で企業家精神を発揮することは不可能でああ。そこでは競争は有効に

妨げられることになるが，このケ一九以外に企業家精神の発揮が妨げられるこ

とはありえない。カーズナー的な意味での競争が確保されるためには，政府に

よって妨害されない市場であれば十分である，ということになろう。

また，競争は量ではな〈過程 Eあるから，その程度・強弱を論じることは無

意味である。さらに競争が果して祉会的に効率的であるかどうかを論じる ιと

も，競争の本質についてり無知を示す以外の何ものでもない。既述のようにハ

イエグはp 競争を「発見の手順」とみるのであるから，この立場からは競争が

効率的であるかどうかは，これを科学的に確認することができない。 Iもしわ

れわれが競争と L寸手段によって発見せんとする事実を知らないとするなら
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ば，われわれは，発見されるかも知れないそれら事実の発見において，競争が

いかに効率的でありえたかを確かめることは己きなL、」ロ〉という ιとになろう。

産業組織論でいう有効競争の概念は，このような視点からは全く恋意的であ

り，殆んど無価値であるといわざるをえない。まして，有効競争的と称する怒

意的に設定された市場成果を実現するため，企業の行動を規制したり，企業の

市場構造上の地位に変更を加えるような独占禁止政策を含む産業組織政策は，

その発想において，ハイェグの批判する設計主義的合理主義山の誤りをおかし

ていると考えてよいのそのような政策は，ハイエクのいうカタラグ γ ーの性能

を損傷せずにはおかないであろう。

11 

以上に述べたような新オーストリ 7学派の競争観にたてば，いわゆる独占は

どのように理解されることになるだろうか川。

カーズナーとともに最近の新オーストリ 7学派を代表すると固されるロスパ

戸ドによれば，三通りの独占者の定義が考えられる山。第 1は，ある財の唯一

の売手を指し，第2は，特定の生産分野を特定の個人またはグループのために

留保するという内容をもっ国家による特権の供与によって，他の者がその分野

へ参入することを禁じられている状態を意味する。第3は，独占価格を実現し

えたものを独占者とみなすという定義がそれである。

本節ではこのうち第1と第3の定義についてまず検討し，その後，第2白定

義を検討する。第 lの定義は，市場構造的視点、から，独占を当該財・サービス

の唯一の売手(寡占は少数の売手〉と規定するのであヮて，この規定は常識的

ではあるが，同一対・サーピスの限定という難聞を含み，恋意的判断を避けが

9) Hayek， Competition as a Dis.covery procedure (Hayek (948) 恥1idway Reprint (1980)， 
op. cit.， p. 1田J

10) ハイェクの設計主義的合理主義に闘Lては，古賀勝次郎「〆、イエクの政治経世学」昭和56年，
154ベージ以下が参考になる。

11) 以下の議論については，拙稿，独占。概念.r彦根論叢」第227号，昭和田年8月を参照されたい.
12) Cf.. M. Rothbarcl. Man. Econamy and State. 1962. pp. 59(}-593. 
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たい。すなわち，資源や製品のもつ差別性に着目すれば，同一財・サーヒスの

売手の範囲は狭〈なり，極論すればすべての生産者をその有するユニークな資

質に注目して，独占者とすることも不可能ではない。逆に，代替性に着目して

広く定義すれば，殆んどすべての財・サーピλ に対L--C，多少とも代替性のあ

る他財が存在するのが常であるから，独占は現実には殆んど存在しないことに

なる。

しかも差別化や代警性の程度は，その財・サ ピユが市場において消費者・

ユーザーのテストを受けてはじめて判明するのであり，そのテ1 トの結果も，

消費者・ユーザーの晴好や技術の変化によって不断に変化しつつあるのである。

だから，たとえばその財の物理的特性といった比較的客観的な指標によって，

第三者が同一財の範囲を隈定することは，殆んど意味をなさない。さらに注意

すべきは，かりに唯一の売手を明確にしえたとしても，この意味での独占者は，

ハイユグのいう「発見の手順」ないし「発見の過程」としての競争からまぬが

れうるものではないといヨことである。けだし独占者といえども，完全知識を

もっているわけではな<.情報は所与ではないからである。これを機敏に把握

して情況に適切に対応するという企業家精神の発揮，すなわち競争が，上記の

意味での独占のケースでも不可避的である。

次に第3の定義，すなわち，市場行動視点から，独占価格の設定というピへ

イピ7を示す者，あるいは独占価格を実現しえた者を独占者と考えるという規

定はどうであろうか。この独占の定義は， ミーゼエえもその主著でこれを肯定し

ているもののごとくであるが，問題は独占価格とは何かを明碓にしえない点に

ある。

ミーゼ旦は独占価格について，次のような同義反復的な定義を試みている。

「独占者がより多くの供給量をより低い価格で販売することによってよりも，

その製品のより少ない量をより高い価格で販売することの方が，より多い純収

益を獲得できる条件の下では，独占がなかったならば実現Lえたであろう潜在

的な市場価格よりも高い独占価格が出現する」山と。
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これは要するに独占者ないし企業聞のカノレテノレは， もし需要曲線が「競争価

格Jの点で非弾力的であれば，極大収益の点に達するまで生産量ないし販売量

を制限し，価格を市上げるだろうが，需要曲線が「競争価格」の点で弾力的で

あれば，独占者はより高い価格を実現するために生産量ないし販売量を削減し

ないだろうという考えを示すものと理解される。

このような独占価格の説明の最大の欠陥は，比較基準となる「競争価格」を

識別できないことである。上記の説明では，先手ないし生産者は，彼の製品に

対する需要曲線が，その点、をこえると弾力的となると乙ろまで供給量を制限し，

価格を吊り上げるという仮説に依存している。しかし独占価格をそれと比較し

うるような「競争価格」なるものがどこかに存在していたりコノミストが

何らかの方法で客観的に算定できるようなものではないのであるυ

需要曲線の勾配は，完手ないし生産者の指令によって決定するものではなく，

代替的な他財の購買を考慮する消費者の価値評価によってきまるのである。ま

た何人もその形状を事前に正確に把握することは不可能であり，それはただ企

業家的に推測されるほかない。あらゆる売手ないし生産者は，そうした需要曲

線の推定によって，収入を極大化しうるような生産量ないし価格を設定してい

るのであって，そこに実現される市場価格が「競争価格」であるのか，独占価

格であるのかを，われわれが識別できる筈はないiヘ
このように，より多い純収入の入手を期待して供給の制限を行うというピヘ

イピアは，いわゆる独占者に固有なものではなし経済人一般にみられる正常

で普遍的なピヘイピアであるから，供給の制限という行為の外形から独占の存

在を推定することも誤りといわねばならない。この点に闘し若干の具体例をあ

げよう。

第 1に，ある財の所有者(生産者〉は，その財が次期に大きく値上がりする

と予想するならば，当期の販売をさしひかえるであろう。これは誰でも行なう

13) L. Mises， op. ciι， p. 359. 
14) Cf.. Rothbard (1962)， op. cit.， pp. 604--607. 



30 (354) 第 136巻第4号

供給制限であって，その供給制限者を独占者とは呼はない。

第 21こ，ある財ないし資源の所有者は，その主観的な時間選好にもとづき自

己の資産を売却しようとする。この場合，彼がもし将来に対してより低い割引

率を適用するならば，より高い時間選好を持つ人に比べ，彼の販売の形は現在

の市場へのより大きい供給制限という特徴を示すことになろうが，われわれは

彼を独占者というだろうか。

第 31こ，売手ないしとと産者は，市場へのそのサーピλの供給を，そのために

失うことになるレ V ャ-(7)価値を考慮して制限するだろう。われわれは，レジ

ャー選好の強い者を独占者というべきであろうか。こうした事例は供給制限と

いうぜへイピアから独占を推定することが不可能であることを示 Lている15)0 

以上のように，独占の第 1の定義も第3の定義も，ともに欠陥がある。残る

のは第2の定義であるがこれはどうであろうか。新オーストロア学派のロスパ

ードやアノレメンターノは，この第2の定義こそが独占の有意味な定義であると

いうのである'"。国家が特定の個人またはグループに対して特権を供与し，そ

れらの者のために当該分野への他者の参入を禁止ないし制限するならば，その

分野において潜在的参入者が企業家的機敏性を発揮することは不可能となる。

つまり競争が効果的に妨害されることになる。そしてこれこそが競争の反対概

念としての独占である， というのである。

アルメンターノは，政府による参入の禁止ないし制限を法律的障壁 (legal 

barriers) と称し， これを自由な消費者の選択によって形成・維持される通常

の参入障壁たる非法律的障壁と区別する。彼によれば非法律的障壁は何ら消費

者の利益を損うわげではなく，資源のミ Z ・アロケーションを発生させるわけ

でもない。しかし法律的障壁は，市場参加者の相互の有利な取引と個別的計画

15) Cf.， W. Block，“ Austrian Monopoly Theory-A Critique "， Journal 01 Libertα円四 Studies，
vol.1， No. 4. 1977， pp. 271-279 

16) Cf.， M. Rothhard (1962)ορ. cit.， 591-592; and Armentano， op. cit.. p.42. also Cf.. 
Armentano， A Critique of Neoclassical and Austrian Monopoly Theory， in L. M. Spadaro 
(cd.)， New Direction in Austrian Ec開 omics，1978， pp. 108-109. 
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の自主的な調整を制限し妨害するわけであるから，消費者の利益を害すること

にならざるをえないという mo

111 

新オース tリア学派の競争観・独占観によれば，上述のように，法律的障壁

を設定する政府こそが資源をミス・アロケートする独占の源泉であり，政府に

よって妨害されない市場では，いかほど売手(市場〉集中度中参入障壁〔非法

律的〉が高くても，競争の制限が生じたり，消費者の利益が損なわれたりする

ことはありえないとされるが，この点については，若干の解説を施すことが親

切であろう'"。

政府による参入規制が存在しなし、にもかかわらず，高度売手集中が実現し，

きらには，ある企業がある製品の唯一の供給者であるような，前節で述べた第

1の意味での独占が出現する場合についていえば，このような状態が発生する

のは，次の土うな事情によるものと思われる。

その第 1は，他企業がその製品を生産するととに全〈魅力を感じないと 2とで

ある。たとえば，特殊な需要をみたすもので市場が狭し他企業が競争的に生

産するに値しないと判断しているような場合がこれである。あるいは，かつて

競争的に生産されていたが，需要の減少や生産技術の変化によって，競争者が

見切りをつ行，その生産から撤退してしまったようなケースがこれに該当しよ

う。このような場合には，独占的状態といっても，その企業はおそらく高利潤

をあげうるような価格を設定することが困難であろう。

第 2は，他企業がその製品の生産のもつ潜在的有利性を既存企業よりも遅れ

て認識することである。逆にいえば，特定のー企業のみが企業家精神を発揮し，

その製品の有利性を見抜〈上で機敏であったということである。多くの近代産

業の創成期には，このようなケースに該当する独占が支配的であったように思

17) Cf.， Armentano， ib時d
18) 以下については拙稿，市場構造の意議.，章旗論議」第219号，昭和田年3月に詳しし、。
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われる。しかしこのケ-?，}:は通常，独占的状態が一時的・過渡的であり，や

がて多〈の競争者の参入が発生することは，経済史の事実が教える通りである。

おそらしこの種の独占者は，一時的には高利潤率を得るであろうが，その高

利潤率は他企業にさきがけて機会を企業家的に開発したことに対する報酬を意

味するc しかもその高利潤率のゆえに新規参入が発生し，産業の規模が広大し，

経済の発展が可能となるのである。上述の第1・第2のいずれのケースも，こ

れを集中・独占による資源のミ λ ・アロケ --:/3γ として非難するのは見当ち

古tいであろう。

次に政府によって妨害されない市場での競争の制限とは何であろうか。産業

組織論や独占禁止政策論では，高い市場占拠率を有する寡占的大企業(し、わゆ

る独占企業〕が掠奪的慣行 (predatorypractices) を通じて， ライバノレを排除

し，競争士実質的に制限し，消費者を収奪するといったシナリオを語るのが常

であるが，上述した新オーストリア学派の競争観・独占観によるならば，ライ

バノレを排除しようと試みる過程は，本質的に競争的であることが理解できょう。

競争者を有効に排除するには，法律の力や暴力の使用を前提しないかぎり，結

局企業が自らの生産性を向上して効率を高め，最終価格を引下げ，潜在的買手

に魅力的な製品やサーピユを提供する等の努力をせねばならないが， ζれこそ

まさに競争なのであって，消費者にとって望ましいものである。その過程は決

して抑制されるべきものではなし、。

このように考察を進めてくると，主流派経済学や産業組織論ないし独占禁止

法でいう独占または独占すること (tomonopolizing)とは，きわめてミス・日

ーデ~ '"グな用語であることに気づくであろう。ミス・リーディングというの

は，第 1に，市場の独占は不可能であり，第2に，独占しようとすることは本

質的に消費者の利益に副い，市場経済の発展にとって望ましいと考えられるか

らで怠る。どのような企業でも法律的障壁のない場合は，市場へ参入すること

を妨げられているわけではない。企業が可能なのは，他企業に先がけて消費者

の噌貯に最も適切によたえる方法士独占的に知る ζ とであろう。しかし他企業
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よりも消費者に対して効率的にサーピスする方法を正確に知っているいかなる

企業に対しても，市場は常に解放されているわけであるか 0，こ由意味での独

占は企業聞の競争を妨d'るものでも，消費者の自由な選択を妨害するものでも

ありえなし、。しかも，消費者の唱好に最もよく:::..j，こえうる方法を独占的に知る

という志味で白独占ですら，消費者の晴好が変化すれば，おのずからその力を

喪失することになるのであるから，決して永続的なもりではありえない'"。

最後に，非法律的障壁，すなわち産業組織論でいう参入障壁の意義について

簡潔に論及しておきたい。ベイン流の参入障壁論は要するに，既存企業が規模

の経済性を一享受で雪る最適士肘生企業として存立していたり，参入を企図する企

業の容易に入手で芭ないような生産要素や技術を所有していたり，或は潜在的

参入者に容易に追随を討さないような製品差別化に成功していたりすることに

よって発生する潜在的参入者に対する既存企業の費用上の優位性を強調する議

論である加。

この場合，既存企業の潜在的参入企業に対する優位性が大であればあるほど，

参入障壁は高くなるから，既存企業は参入の脅威という競争庄力をまぬがれ，

その参入障壁の高さに応じて価格を最低平均費用をこえて設定することができ，

ここに独占(寡占〕価格による資源、のミス・アロケージョンが発生するという

のである。

しかし，このような議論は事柄の本質を歪曲し，事象を完全に後向きにとら

えているといわざるをえない。たとえば，既存企呆による製品差別化り成功が

参入障壁となるという議論四本質を考えてみよう o この場合，潜在的な競争者

がそのような産業への参入を困難とみたのは，消費者が既存企業の製品差別化

を受入れているという事実を知ったからであり，さらにその潜在的参入者が，

既存企業以上に消費者の晴好に適合する製品を供給することが困難と判断した

からである。このよ号に商業的に成功している製品差別化を，参入障壁を高め，

19) Cf.， Armentano (1982)， op. cit.， p. 43 
20) 詳細については拙稿，前出「彦根論叢 l第219号を参照されたい。
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競争を制限し資源のミ旦・アロケ-'，/"ョンをひき起すとして非難することは，

消費者が選好し支持した資源配分そのものを非難することであって，そのよう

な議論に賛成できないのは当然である。

最適規模企業ないし大規模の経済性の議論を参入障壁に結びつける場合にも，

同様の非合型性をまぬがれ難い。たしかに，既存企業が最適規模に達し，平均

費用の可能なかぎりでの節減に成功しているという事実は，市場の規模を所与

とすれば，より小規模の，それゆえにより平均費用の高レ企業が市場へ参入す

ることを困難にするに相違ない。規模の経済性が参入障壁の形成要因として説

明されるのは正当であるu ただ問題はその評価にある。相対的に非効率な企業

が，よ b効率的な企業との競争に成功すZ見込みがないと判断するのは当然で

あって，このことのゆえに参入障壁が形成されることになるのを，競争が制限

ないし排除されると判断し，われわれはこれを遺憾とせねばならないというの

であろうか。大規模の経済性を享受する効率的企業によって脅やかされるのは，

完全競争という不思議な国のビジョンであって，自由市場における効率などで

はありえないことは明白である o

IV 

新ォ一月トリア学派の見解では，繰りかえし述べるように，主流派経済学の

価格理論・産業組織論・独占禁止法等で規定されている独占なるものは， ミ

ス・リーディングな概念であって問題にならない。唯一の意味のある独占の定

義は，政府か bの特権の供与によって，ある分野への参入が禁止ないし制限さ

れている状態(法律酌障壁〉を指すことになる。乙のような新ぇ-7-ト Y7学

派の主張する独占が，歴史上，いわゆる初期独占にその典型を見出すことがで

きることはいうまでもない。事実，オ・ドリ旦=ーんも，この独占の定義が，

イギリスのづ壬 ν ・ローの独占観と一致し. 16~17世紀のイ γグヲ y ドにおい

て，商業と外国貿易の独占，営業の自由をめぐって展開された王権主自由主義

者たもの歴史的闘争に由来する由緒ある定義であることを認めている山
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しかしこのような独占の定一義の現実における対応物は，決して過去に遡らな

ければ発見できないものではない。現代資本主義においても，特許制度・免許

制度，各種の営業や事業活動に対する広汎で複雑な許認可制度，関税や輸出入

に対する規制等を通じる法律的障壁が，網の目のごとく市場に張りめぐらされ

ている ζ とは周知の通りである。独占禁止法もまたその法律的障壁の一一環をな

すものといってよい。

しかも注意すべきは，企業はそうした法律的障壁を必ずしも忌避するもので

はないということである。むしろ企業は場合によっては積極的にその強化・拡

充を要求L，政治や官僚機構k癒着Lつっそれを利用して利潤を追求するのに

余念がないように思われるのそして，そこに発生する非効率と不正・腐敗が体

制そのものを腐蝕しつつあるように思われるのである。この事態を国家独占資

本主義と呼ぶか， νント・シーキング (rent-seeking)22)社会と呼ぶかは論者の

趣味の問題にすぎなし、。その本質は新オーストリア学派のいう独占と何ら具る

ところがない。巨大規模企業や高度に集中された市場構造等，アノレメンターノ

のいう非法律的障壁をもっ産業・企業を独占として批判・攻撃することは，藁

人形を敵と誤認して攻撃するにも似た愚行といわねばならず，新ォ-:;<トリア

学派的な独占の現代的な形態こそ，正にメスを入れるべき現代独占研究の対象

であろうと思われる。ただこの問題をここでこれ以上掘り下げるのは，そのと

ころではなし、。最初の予定にしたがって，ここでは問題を独占禁止法に限定し

て考祭を続けたい。

独占禁止法はすでに指摘したように，市場経済に刻する政府の恋志的な介入

であって，その効果は，おそらくロスハードの指摘するごと<23)，独占の禁止

21) Cf.， O'Driscoll， ]r.. Monopoly in TheOry and Practicc. in Kirzncr (ed.)， Mcthod. PrOC 
ess， and Austr師 nEconomics. 1982. pp. 191-193 

22) Pasouf， Jrによれば，レンドシーキングは「政治活動を通じて所得機生全創出しようとヲる
個人あるいはグルーフによる企図」と規定される。 Cf.，Kirzner (ed.)， :"bid， p. 219. なお， レ
ント・シーキングそのものの詳細については，次の書物を書照されたい。 J.M. Buchanan et al.. 
To叩 rda Theory of the Rent-Seeking Society， 1980 

23) Rothbardは， i効果的競争に対する最も重要な政府自チzック白一つ，それゆえ政府による
準独占¢供与が反トラスト法である」といろ。 Cf.，Rothbard (1970). ot. cit.. p. 59. 
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ではなく，競争の恋意的制限による独占の助長であろう。問題は何故，このよ

うな独占禁止法が，大多数の先進資本主義国で制定され支持されているかであ

る。このような現実について，新オーλ トリア学派がどのような説明をなすか

は，必ずしも明らかではないが， 7ノレメ Y ターノやシエンフィーノレドなどの意

見を参考にして考えると，以下りような一応り説明が可能なように思われる刊。

第 1に指摘すべきは，独占禁止法に刻する誤った理論的理解が支配的である

ことである。独占禁止法の経済理論の側からする正当化に役立っているのは，

産業組織論であり，ちらにその基礎をなすのは主流派経済学の競争理論である

が，それらが想定する競争と独占の概念が誤っていることは既に述べた通りで

ある~とろが現実には，そのような誤りが未だ一般に理解されていないため

に，独占禁止法は正統派経済学からお墨付ぎを与えられた法律であるかのよう

に考えられている。そこで人びとは，この法律の理論的性格を深〈究明しよう

とはせず，その公表された目的(たとえば日本の独占禁止法では I公正かっ

自由な競争を促進し， 国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目

的とする」と規定されている〉に対する印象的な理解によって，これを支持す

る傾向があるように思われるのである。

第 2は，いわゆる独占禁止法(反トラ月ト法〉神話の影響である。第2次大

戦後制定された各国の独占禁止法の母t去をなすのは，アメリカの反トラスト諸

法〈シャーマン法，グレイト γ法，連邦取引委員会法，及びその補完法〕であ

るが， ヨーロッバ人や日本人の聞には，アメリカの反トラスト諸法に対する誤

解にもとづく過大評価がみられる。たと託ば，アメリカ資本主義の興隆期にお

ける「強盗貴族J (robber baron)の悪業を，賢明な政府が規制し，fメリカ

の自由企業の伝統を守るべく， シャーマン法 (1890年〉を制定Lたのであり，

事実，同法は長い歴史を通じアメリカ経済の活力の源泉となった， といった評

価がこれであるυ しかLアメリカ経済の活力lまが十一-，.:/法制定以前に最もE

盛であり，その活力の担い手が後に γ ャーマ Y法によって制裁を受けた事実を

24) Cf.. Armentano (1982)， ot. cit.; Shenfield (1983)， ot. cit. 
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シェンフィールドは指摘し，上記のような評価を反トラスト法神話と称してい

る問。

因みに，わが国の独占禁止法についても p すでに神話が形成されているよう

に思われる。たとえば，第z次大戦後のわが国ω経済発展， とりわけ高レ経涜

成長率を説明する場合，それを可能にした制度的背景として，昭和22年に制定

された独占禁止法の存在を指摘する論者が少くない。しかし，わが国経済の高

度成長期には，独占禁止訟の緩和l的改Eが行われたことからも推察できるよう

に，この時期が本法の適用についても最も緩やかであったことは周知の事実で

ある。ともあれ，この種の神話が独占禁止法支持の世論形成に無視することが

できない力を発揮するのは，洋の東西を問わなし、。

第 3は，独占禁作法の定着によって，利益を受ける集団が出現しそれらが独

占禁止法の強力な支持勢力を形成するにいたるという事実である。すでに指摘

したように，独占禁止法は競争の維持ではなしその妨害によって競争者を保

護するという役割を果すものと考えられる。したがって，本法によって保護を

受ける非能率的な競争者，すなわち企業家精神に乏しい企業関係者が，本法を

支持する』こいたることは自然の成りゆきである。さらに独占禁止法〈反トラ兄

ト法〉の長い歴史をもっアメリカでは，反トラスト法関係の官僚・弁護士・エ

コノミ旦ト等の層が厚<，彼らが自己の職業上の利害から反トラスト法の支持

者となることもまた無理からぬことであろう問。

さて，以上に指摘した三つの要因は，単独に作用するのではなし相乗効果

をもつものと想像される。そしてこのことによって，白発的秩序としτの市場

経済にとって，本来有害無益であるはずの独占禁止法が命脈を保っているもの

25) Cf.. Shenfield， ibid. なお，アメリカの反トラスト神話，すなわち反トラスト法がアメリカ経
済に競争の活力を与えたとする評価は，わが困の学界にも広〈深〈浸透し，一種目通企となって
いるように思われる。その代表的な業績のーっとして，阿部源ー「経済政輩の思想山9背景J(昭

和田年〕第2章をあげることができょう。
26) たとえば G.J. Stiglerは，アメりカの反トラス 1政荒の結果として，少数のエコノミストだ
けで年間 ~5凹万ド"を主として私的な当事者から受取っていると推定している。 Cf. ， Stigler， 
The PleasU1町 andPains of Modern Capitalism.， IEA， 1開 2，p. B 
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と考えられるのである。真に独占的弊害を除去しようとするのであれば，独占

禁止法を厳格に実施するのtではなしむしろ独占禁止法を含む政府の市場経済

への介入を廃止すべきであるというのが，新オーストリア学派の主張であるが，

乙の主張を実現するのは，以上に述べた独占禁止法をめぐる状況を考慮しただ

けでも，容易ではないと思われ品。

(1985年 8月10口稿〉


